
熊本市駐車場整備状況等調査業務委託 仕様書 

 

第１条（適用） 

１．本仕様書は、「熊本市駐車場整備状況等調査業務委託」（以下「本業務」という。）に

適用する。本仕様書に記載してある甲とは委託者をいい、乙とは受託者をいう。 

２．本業務の遂行にあたっては、本特記仕様書によるほか、「測量業務等共通仕様書」（令

和６年１０月熊本市）、その他関係示方書及び担当者の指示に従い実施するとともに、

関係諸法規を遵守しなければならない。なお、これらに記載のない事項であっても、技

術上必要と認められるものについては、責任をもって充足しなければならない。 

 

第２条（目的） 

１．本業務は、駐車場法第４条第１項に基づく駐車場整備計画の検討に必要な調査等を実

施するものである。 

 

第３条（履行期間） 

１．履行期間は、契約日から令和８年（２０２６年）３月１３日までとする。 

 

第４条（調査対象地） 

１．調査対象地は、中心市街地のうち、自動車交通の著しい輻輳が見込まれる約２５４ha

とする。 

 

第５条（計画準備） 

 調査対象地の現地状況を確認し、調査を安全かつ正確にできるように、調査位置、人員配

置計画、調査スケジュール等実施計画を作成し、調査職員へ提出すること。 

 

第６条（駐車場の実態調査） 

１．駐車場分布状況調査（約２５４ha） 

調査対象地における自動車の駐車場所（ただし、戸建て住宅を除く。）について、現

地踏査を実施し、目視を基本として施設情報を整理するとともに、駐車場分布状況図を

作成し、資料整理を行う。資料整理にあたっては、甲と事前に協議すること。 

なお、施設情報とは、名称、所在地、用途別（店舗、事務所等）・車種別収容台数、

構造（平面、立体等）、出入口、車両制限、駐車料金、提携割引、利用時間、休業日、

電話番号、決済手段、管理者、カーシェアのための駐車台数等を想定している。 

なお、令和元年度熊本市駐車場整備計画策定調査業務のデータの一部を貸与するこ

ととし、前回の調査から変更があれば変更点を記録する。 

２．時間貸し駐車場の利用実態調査（立体１３箇所、平面７９箇所） 

自動車の駐車場所の構造、地区別の利用特性を把握できるよう、調査対象地における



利用実態調査を行う時間貸し駐車場を選定し、以下の内容について計測及び集計する。

資料整理にあたっては、甲と事前に協議すること。 

なお、令和元年度熊本市駐車場整備計画策定調査業務のデータの一部を貸与するこ

ととし、前回の調査から変更があれば変更点を記録する。 

 

構造 調査時間 調査項目 

立体 ７～２０時 

平日・休日各１日 

駐車場出入口付近において調査員が入出庫台数を計

測する。また、入庫待ちが発生した場合は、その車列

長、台数及び発生時間を記録する。 

平面 １時間に１回、調査員が巡回し、その時点での駐車台

数を計測する。 

 

第７条（打ち合わせ協議） 

１．打ち合わせ協議（３回） 

打ち合わせ協議回数は、業務着手時、中間打合せ、成果品納入時の３回とする。 

 

第８条（報告書の作成） 

１．報告書の作成（１式） 

報告書については、以下のとおりとする。 

・報告書（ドッジファイル）：１部 

・電子データ：2 部 

また、作成する駐車場分布状況図は Shape 形式とすること。 

 

第９条（電子納品） 

１．本業務は、電子納品対象業務とする。電子納品とは、調査・設計・工事などの各段

階の最終成果を電子データで納品することをいう。ここでいう電子データとは、国土

交通省の定めた電子納品要領及び関連基準（以下「要領・基準類」という。）に示さ

れたファイルフォーマットに基づいて作成されたものを指す。 

２．電子納品成果品の作成は、要領・基準類及び熊本市電子納品運用ガイドライン（案）

（土木編）に基づいて作成することとする。 

３． 成果品の提出は、電子媒体（CD-R・DVD-R） で 2 部、紙媒体で１部提出する。 

４． 電子成果品の提出の際には、「熊本市電子納品チェックソフト」によるチェックを

行い、エラーがないことを確認した後、ウィルスチェックを行い、ウィルスが検出さ

れないことを確認したうえで提出すること。 

５． 電子検査に必要なパソコンについては原則受託者が準備することとする。受託者

が準備できない場合は、別途協議すること。 

 



第１０条（成果品の帰属） 

１．取得財産について 

有形、無形を問わず、本業務で得られた全ての財産は甲と協議のうえ、原則、甲に

帰属する。 

２． 著作権の帰属 

本業務の実施により生じた著作物に関する全ての著作権（著作権法第２７条及び

第２８条に規定する権利を含む。）は、甲に帰属するものとする。 

３．著作権の処理 

本業務の実施による成果物は、映像、画像等の著作権について必要がある場合は、

使用承諾を得る等の措置を済ませた上で納入すること。また、それらに関する紛争が

生じた場合は、乙の責任において対応するもの。 

 

（参考）調査対象地 

 


